
 

 

 

 

 
＜総合評価の実施について＞  
  地方自治法の一部改正に伴い、会計年度任用職員に勤勉手当を支給することになったこ
とから、令和６年度から会計年度任用職員も総合評価を実施することとなりました。 

 
１ 人事評価の方法 

（１）使用するシート 

   評価対象者及び評価者の負担軽減のため、以下の簡易シート（様式５）を用います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（２）能力評価、業績評価の項目への記入について 

・能力評価：従事する業務内容ごとに、参考とする「標準的な職」及び評価項目から、 
３つ以内で設定します（「教職員人事評価制度の手引」P５８参照）。 
例 教育課程に係る非常勤講師  →  教諭 

スクールソーシャルワーカー → 訪問相談担当教員 
・業績評価：能力評価で設定した評価項目を、業績評価の項目（倫理・規律遵守を除く）

として記入し、各項目の評価の着眼点から重点的に取り組む着眼点をそれぞ
れ１つずつ選択し、各項目にカッコ書きで記入します。 

※ 最終申告において、果たすべき職務を良好に遂行できた（能力評価）、業務を概ね適
切に遂行できた（業績評価）と考える場合、確認欄にチェック（✔）します。 

（３）評 価 者 
 第一次評価者：副校長・教頭、第二次評価者：校長 

（４）評価期間 
・任   期：同一年度内更新の場合は、一の評価期間として扱います。 
・評価基準日：原則として３月１日（中途退職や任期満了の場合は前倒しする）。 

（５）評 価 
・能力評価及び業績評価は５段階の絶対評価で行います。※標準が「Ｂ」（裏面参照） 
・能力評価及び業績評価を点数化し、職員区分に応じた比率の１０分の１を乗じて合計
した全体の評価点（上限５点）を基に、「総合評価」を行います。 

（６）面談方法 
  ・勤務形態等を踏まえ、当初面談・中間面談は省略可能とし、最終面談は実施します。 
（７）その他 
  ・詳細については、「教職員人事評価制度の手引」（令和６年４月）を確認してください。 
 
２ 人事評価結果の活用について 

総合評価の結果について、再度の任用を行う場合に翌年度の勤勉手当の成績率に反映し
ます。 
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３ 総合評価の流れ 
（１）評価者による評価 

 能力評価及び業績評価を点数化し、職員区分に応じた比率の１０分の１を乗じて合計した

全体の評価点（上限５点）を基に、「総合評価」を決定します。 

 

【点数化】 

業績評価 S A B C D  能力評価 S A B C D 

評価点 5 4 3 2 1  評価点 5 4 3 2 1 

【総合評価】 

良好【標準】 努力が必要 
かなりの 

努力が必要 

 

（２）総合評価 

 「業績評価」と「能力評価」の結果を点数化し、職員区分に応じた比率の１０分の１を    

乗じて算出した全体の評価点を基に「総合評価」を決定します。 

職員区分 
第二次 

評価者 

業績及び能力 

総合評価の比率 
分布率 総合評価 

会計年度 

任用職員 
校長 

業績：能力 

３：７ 

－ 良好（標準） 

－ 努力が必要 

－ 
かなりの努力

が必要 

 

（３）全体評価点の分布 

会計年度任用職員については、「業績：能力＝３：７」で以下の表に沿って総合評価を決

定します。 

 簡易シート（能力評価） 

 

 

 

 

 

総合評価 

簡
易
シ
ー
ト
（
業
績
評
価
） 

評価 
Ｓ 

3.5 

Ａ 

2.8 

Ｂ 

2.1 

Ｃ 

1.4 

Ｄ 

0.7 

Ｓ 

1.5 

ＳＳ 

5.0 

ＳＡ 

4.3 

ＳＢ 

3.6 

ＳＣ 

2.9 

ＳＤ 

2.2 

良好（標準）  
「努力が必要」「かなりの努力が必

要」以外の者 

Ａ 

1.2 

ＡＳ 

4.7 

ＡＡ 

4.0 

ＡＢ 

3.3 

ＡＣ 

2.6 

ＡＤ 

1.9 

Ｂ 

0.9 

ＢＳ 

4.4 

ＢＡ 

3.7 

ＢＢ 

3.0 

ＢＣ 

2.3 

ＢＤ 

1.6 

Ｃ 

0.6 

ＣＳ 

4.1 

ＣＡ 

3.4 

ＣＢ 

2.7 

ＣＣ 

2.0 

ＣＤ 

1.3 
努力が必要 

全体評価点が 2.5 点以下の者のう

ち「かなりの努力が必要」以外の者 

Ｄ 

0.3 

ＤＳ 

3.8 

ＤＡ 

3.1 

ＤＢ 

2.4 

ＤＣ 

1.7 

ＤＤ 

1.0 

か な り の 

努力が必要 

「業績評価」「能力評価」のいずれ

かが「Ｄ」である者 

 

（参考） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・能力評価、業績評価の基準（「教職員人事評価制度の手引」P５６参照） 

評 価 基    準 

Ｓ 極めて優れている 

Ａ 優れている 

Ｂ 概ね良好である 【標準】 

Ｃ 不十分である 

Ｄ 極めて不十分で、業務に支障をきたした 

 


